
「プライバ シーの権利の保護に関するアンケー ト調査」への回答

一 統計的処理 と分析及び評価

は じめに一 概 評

標 記 のア ンケー ト調 査 を実 施 した私 た ち4団 体は 、昨年 、他 の3団 体 と一緒 に、個人情

報 を大量 に扱 う代表的 な事業者全13社(す で に透 明性 レポー トを公表 して い る旨 を明 ら

かに してい る 「ライ ン 日本」社 は 除 く)に 対 して、い わゆ る透 明性 レポー トー 外部 か ら

の個 人情報 照会 に どの程 度応 じて い るか につ いての レポー トー を公 表 して い るか を尋ね

た。 そ うした ところ、5社 か ら しか回答 を得 る ことがで き なかっ た(回 答 内容 の整理 にっ

いて は、昨年6月 に記者会 見 を開いて公表)。

そ こで今回 は、①2018年 に個 人情報保護 法 が改正 され た よ うに、個人情 報 の保 護や プ ラ

イバ シーの権利 保護 の要 請が社会 的 な広が りをみせ てい る こ と、② レンタルサ ー ビス業者

TSUTAYAを 傘 下 に もつカル チ ュア ・コン ビニエ ンス ・クラブ株式 会社 が本年1月21日 付

けで、「Tカ ー ド」の会員 の個 人情報 を令 状や本 人の 同意 に基 づかず に、捜 査 関係 事項 照会

に応 じて捜 査機 関 に提 供 していた こ とを明 らかに した後 、会 員 の個人 情報 の取 り扱 い に関

す る基本方 針 が確 定す るまでの 間は、捜査 機 関か らの要 請 に対 して は、令状 に基 づ く場合

にのみ対応 す る方針 を示 した こ と、そ して、 同種 の業態 の企 業が捜 査 関係 事 項照 会 に対 し

て 同様 の対応 を して きた こ とが相 次 いで報道 され た こと、③EUでGDPRが 制 定 され た よ

うに、国際 的 に も個人 情報保護 の必 要性 が強 く認識 され るに至 ってい るこ と等 を考慮 し、

標 記 のア ンケー ト調 査 を実施す る こと と した。 もとよ りこの調 査 は、 日本社 会 にお けるプ

ライバ シー の権利 の保護 に関す る現 状 を把握 す る と ともに、 プ ライバ シー の権 利 を保護す

るた めの制度 の よ りよい進 展 を実 現す るため の もので あ る。 そ うした観 点 か ら、今 回 は内

容 的 に標 記 のア ンケー トに切 り替 え る とともに、調 査対 象 を前 回 よ りも大幅 に拡大 して全

51社(別 添 の リス ト参 照)に 調 査へ の協力 を依頼 した。 しか し残念 なが ら、今 回 もまた、

回答 を寄せ て くれた会社 は前 回 とは異 な る5社(こ の5社 を以 下で は、A社 、B社 、C社 、

D社 、E社 と表記 す る。)に す ぎなか った。

この回 答の少 な さは、前 記51社 の業態 の多様性 例 えば、個 人情報 を直接 に取 り扱 う

事業者 のみな らず、個 人情報 を扱 う事業者 との営業 を主 た る事業 内容 とす る事 業者 を も含

む な ど一 を考 慮 に容 れ て もなお 、 日本 の個 人情報 を取 り扱 う事 業者 にお い てプ ライバ シ

ー の権利 の保護 へ の取 り組 みが消極 的 であ る こ とを物語 ってい よ う
。

以下 で は、数少 な い回答 ではあ るが、各 質 問項 目に対す る回答 を整理 ・分 析 し、各 回答

へ の評価 を試 み た。 なお 、各質 問項 目の後 には二つ の⇒ が付 され て い るが 、一 つ 目は単純

な統計的 処理 を、二 つ 目はそれ に対 す る評価 を記 してい る。
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【質問項 目1】 貴社 は 、ユーザー の プライバ シー を保 護す るポ リシー を定め て公 開 して い

ますか 。

(ア)ポ リシー を定 め、公 開 してい る。

(イ)ポ リシー を定 めて はい るが、公 開 してい ない。

(ウ)ポ リシー を定 めてい ない。

⇒5社 すべ てが(ア)を 選択

→5社 はす べ て、プ ライバ シー の保護 に積 極的 に取 り組 ん で きた とい う自負 が あるの だ ろ

う。 逆 に言 うと、 回答 のない会社 は プライバ シー の保 護 に対す る積極 的 な取 り組 み を し

て きて いな い とい うこ とか も しれ ない し、 あ るい は単 に回答す るの が面倒 くさかっ た と

い うこ とか も しれ ない。 いずれ にせ よ、無回 答は プ ライバ シー の権利や 個人 情報 の保護

に対 して社会 的責任 を負 って い る企 業 の姿勢 と して評 価 に耐 え うる もの ではな い とい う

べ きだ ろ う。

【質 問項 目2】 上記1で 「定め てい る」と回答 した場合 、貴社 のポ リシー は、　EUが 昨年公

表 した　「General　Data　Protection　Regulation(GDPR)」 の基 準 に適 合 して いる一 よ り具体

的 には、　GDPRに おいて プラ イバ シー権の基 本原 理に据 え られ て いる 「自己情報 コ ン トロ

ール権 」 を承認 し、ユ ーザー ・顧 客の個 人情報 につ いて、 その取 得 目的、第 三者へ の情報

提供 の有無 ・範 囲、 自己情報 への アクセ ス、 同意 の撤 回可能 性等 を分 か りやす く説 明 した

うえで情報 を取得 して い る一 と考 えて います か 。そ うとは考 えて いない場 合、あ るいは、

上記1で 「定め ていな い」 と回答 した場 合 、今 後 、　GDPRの 基 準 に適合 したポ リシー を定

め よ うと考 えて います か。

(ア)　 GDPRの 基準 に 「適 合 してい る」 と考 えてい る。

(イ)　 GDPRの 基 準 に 「適 合 してい る」 とは考 えて いない、 あるいは これ ま で 「ポ リシー

を定 めて いない」 が、今 後、適合す るポ リシー を定め る予 定で あ る。

(ウ)　 GDPRの 基 準 に適合 す るポ リシー を定 め るか否 か を含 めて検討 中で ある。

(エ)新 た に定め る、あ るいは改定す る予定 は ない。

→ABE3社 はそれぞれ独 自の判 断で(ア)を 選択 、CD2社 が(ウ)を 選択。

⇒独 自の判断 とは言 え、(ア)を 選択 した3社 は、プ ライバ シー の保 護 につ いて の国際的動

向 に注 目し、自社 の対応 を国際的水準 に適 合 させ よ うとの努 力 を積 み重 ねて きて い るか 、

も しくはそ うすべ きで あ る との姿勢 は保 持 して い ると評価 で き よ う。これ に対 して、(ウ)

を選択 した2社 は、(イ)の 選択肢 と比較 した場 合 、国際的動 向や水 準 に 自社 を適 合 させ

よ うとす る姿勢 にお いて消極 的 と評価 され る。



【質問 項 目3】 貴 社 は、捜査機 関か ら、令 状 な しに 『捜 査照 会事 項』 に よる顧 客情報 の提

供 を求 め られ た場合 、 どのよ う内容 方針 で対処 して きま したか 。

(ア)令 状が なけれ ば応 じない。

(イ)令 状 が ない場合 に は、ケー スバ イ ケースで対 処す る。

(ウ)令 状 がな くとも、すべ ての照会 に応 じる。

⇒A社 のみ が(ア)を 選 択 、BCD3社 は(イ)を 選択 、E社 は この質 問項 目につ き無 回

答。

⇒A社 は、プ ライ バ シー保 護及 び法令遵 守 の姿勢 におい て積 極的 と評価 され るが、(イ)を

選択 した3社 の うちB社 は、「通 信履歴 等 にっ いて は令状 がない場合 に は応 じない」との

説 明 を付 してお り、 「通信 履歴等 」に限定 してで はあ るが、基本 は(ア)を 選 択 した に等

しい と評価 で き る。また、C社 も 「原則差 押許 可状 に基 づ く手続 に よ り対応 してい ます。

た だ し、人 の生命 身体 に関 わる場 合 な どには、当社 社 内弁護 士 を交 えて慎 重 に検討 の上 、

捜 査 関係 照会事 項 に応 じるこ とがあ ります。」とい う説 明 を付 してい るので 、か な り慎重

な姿勢 を見 て取 る こ とがで きる。 これ に対 し、D社 のみ は(イ)の 選択 を した とい う結

果 の表記 のみ で ある。 これ らか らす ると、(イ)を 選択 したBC両 社 とD社 の間に はか な

りの開 きがあ る とい えよ う。E社 への評価 は質 問項 目4と 併せ て記す。

【質問 項 目4】 貴社 は、上記3以 外 の公 的機関(例 えば税務 署 、都 道府 県 ・市 町村 等)か

.ら、顧 客 ・ユ ーザー の個 人情報 の提 供 を求 め られ た場 合 、 どの よ うな条件 の も とでな ら提

供 します か(複 数の 回答可)。

(ア)法 令 で 明確 に義 務付 け られた場 合 のみ。

(イ)提 供す る前 に 、本 人 か ら個人情 報提供 につ いて の承認 が得 られ た場合。

(ウ)法 令 で明確 に義 務付 け られ て はいな い場合 で も、プ ライバ シー保護 ポ リシー に基づ

い て貴社 が提 供 を必要 と判 断 した場合。

(エ)サ ー ビス契約 時 に本 人 の同意 を得 た利用 目的 に反 しない と貴社 が判 断 した場合 。

(オ)そ の他

→AB両 社 は(ア)を 選択。C社 は 、(オ)を 選択 した うえで、 「法令 に よって明確 に義務

付 け られ て い る場合 に開示す るほか 、 当社社 内弁護 士 を交 えて検討 の上 、照会 等 の必要

性及 び相 当性 が認 め られ る と判断 した場合 にっ いて は、個 人情報保護 法 第23条1項1

号 の定 め(本 人 の 同意 のない第三者 へ の個 人情報 の提供 禁止 の例外 規定)に 基 づ き開示

す る場 合 があ ります。 この よ うな取 り扱 い にっ いて は、 当社 のプ ライバ シー ポ リシー に

お い て ご説 明 し、お 客様 に同意 をいた だいて お ります。」 との説 明 を付 して い る。 この説

明文の前 段 は、慎 重 な姿勢 を示す もの であ るが、「この よ うな取 り扱 い…」とい う後段 は、

それ が も し契約 者 と最 初に取 り交 わす 「約 款」 記載 の程度 で あれば 、包 括 的 同意 の取 り

付 け と同様 、個別 ケー スで の同意 とはい いがた い ものにな る。これ に対 し、D社 は(ア)
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(イ)(エ)の 三つ の選 択肢 を複数選 んでい るが、どの よ うな事項 がそれ ぞれ の選 択肢 と

関連す るの か明 らかで ない。E社 は この質 問項 目につ いて も無 回答。

→(ア)を 選択 したAB両 社 が最 もプ ライバ シー の権利 の保護 に忠実 と評価 で きそ うだが、

c社 とD社 は、上 で述 べた ことを考慮 に容 れ る と、素 直 にプ ライ バシー の権利 の保護 に

真摯 に取 り組 ん でい る とは評価 で きそ うもな い。 ただ 、E社 は質 問項 目3に つ いて も無

回答 であ るか ら、ア ンケー トへ の協 力依頼 に記 した現今 の 問題 状況 への取 り組 み を、関

係 事項 を照会 す る側 の機 関 に対 す る配 慮 か らなのか、公表 した くない との意思 を持 って

い る と推認 できそ うで ある。

【質 問項 目5】 「貴 社 は、上記3、4以 外 に 、(1)商 業 目的 で個 人情報 を第 三者 に提供 し

て います か。(2)提 供 して いる場合 、どの よ うな条件 の も とに提供 しています か(複 数の

回答 可)。」

(1)(ア)提 供 してい ない。(イ)提 供 してい る。

(2)提 供 して い る場合 の条件

(ア)個 々の事案 ご とに本人 に意思確認 を して 同意 が得 られ た場合 のみ

(イ)個 人情報 取得 時に第 三者 提供 につ いての本 人の 同意 が得 られ てい る と判断 され

る場合

(ウ)個 人情報 の提 供 を受 け る第三者 が貴社 の プ ライバ シー保護 ポ リシー に基づ いて

個 人情報 を管理 す る こ とが担保 で きる場合。

(エ)そ の他

→ 質 問(1)に 関 して は、ADE3社 が(ア)を 選択(注:D社 の 回答マ ー クは(ア)で も

(イ)で もな く、(1)の 上 に付 され てい るが、(2)に 関す る回答欄 には記載 が ないの

で(ア)と 判断)し 、B社 とC社 は(イ)を 選択。 この うちC社 は 「ただ し、販 売等 の 目

的 で個人情 報 を第 三者 に提供 して いませ ん。」 との但 し書 き を付 して い る。

→ 質 問(2)に 関 して は、B社 は(ア)を 選択 して いるので 、実 質的 にはADE3　 社 と同

等 に評 価 して よい と思 われ る。C社 は(エ)を 選択 した うえで、上記 の但 し書 きに加 え

て 、「当社 では、個 人情報 を第 三者 に提 供す る場合 、原 則 と して 、提供 時 にお 客様 の同意

をいた だい てお ります。 例外 的 に、当社 のサー ビス等 の提供 に必要 な場合 に、氏名や住

所 な どの直接特 定 の個人 を識別 で き る情報 を削除 した後 で、必 要 な範 囲 で個人 情報 を第

三者 に提供 させ て いた だ く場合 が あ り、 これ につ いて は当社 のプ ライバ シー ポ リシーに

お いて ご説 明 し、お客様 に同意 をい ただい てお ります。」との説 明 を付 して い る。 この う

ち、「これ につい ては …」以 降の文 中の 「同意 」が実質 的 な もの であ る場 合 には評 価 に値

す るが 、質 問項 目4の ところで述べ た こ とと同様 の趣 旨で あ るな らば高 い評価 を与 える

こ とはで きな い。

→ プ ライバ シー保護 へ の取 り組み の積極性 とい う観 点か らは 、質 問項 目6及 び7に 対す る

無回答 のE社 を除 き、AD両 社 ≒B社>C社 とい うこ とにな ろ う。
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【質 問項 目6】 『捜 査照 会』 問題 を通 して 、個人情報 取扱事 業者 は個人情 報 を第三者 に提

供 した場合 、そ の こと を開示 すべ きだ とい う意見が 強ま って きて います が、貴 社 は何 らか

の方法 で開示 して いますか 。

(ア)本 人 にその ことを通知 してい る。

(イ)本 人へ の通知 は してい ないが、社会 一般 に対 して、透 明性 レポー トを定期 的 に公 表

して いる。

① 情報 の提供 を求 め られ た機 関 ・事業別 に件数 を公表 して い る。

②機 関 ・事 業 の区別 な く提 供 した総 件数 を公表 してい る。

*公 開 してい る場 合、 そのサイ トへの リンクを ご記 入 くだ さい。

(ウ)透 明性 レポー トを公表す る予定で あ る。

(エ)公 表 す る ・公 表 しない を含 めて、 これ か ら検討す る。

(オ)本 人 への通知 も透 明性 レポー トも行 っていない し、行 う予 定 もない。

⇒C社 のみ(ウ)を 選択 した うえで、公表 予定 日につ き 「2020年 中の公表 を予定 してお り

ます。」 と回答。ABD3社 は(エ)を 選択。E社 は この質 問項 目につ き無回答。

⇒近 々の公表 を予 定 してい るC社 は ともか く、　GDPRへ の対応 等が 求 め られ て い る今 日の

段 階に至 って もなお、「これ か ら検討」が最 多の回答 とい うことにつ い ては残念 と しか言

い よ うが ない。

【質 問項 目7】 「貴社 は、顧客 ・ユーザー が貴社 のサー ビス利用 を停止 した後 、当該 ユーザ

ーの個 人情報 を消去 して いますか 。

(ア)ユ ーザ ーがサ ー ビス利 用 を停止 した後 も、個 人情報 は保 持 し利用 して い る。

(イ)ユ ーザ ー がサー ビス利 用 を停 止 した後 も、一 定期 間、個 人情 報 は保 持 して い るが利

用 は してい ない。

(ウ)ユ ーザ ーがサ ー ビス利用 を停止 した 際に、個 人情報 は消去 してい る。

(エ)そ の他

⇒A社 は(ウ)を 選択 し、D社 は(イ)を 選択 して い るの に対 し、BC両 社 は(エ)を 選

択 し、説 明 文 と して、B社 は 「ユーザ ーがサ ー ビス利用 を停止 したの ち、取得 した個人

情報 の利用 目的が達成 した際 に消去 してい る。」 と し、C社 は 「不正対 策等 のた めに一定

期 間保存 した のち、順次 消去 してい ます。」 としてい る。E社 は この質 問項 目に ついて も

無 回答。

⇒ 「個 人情報 の 自己 コン トロール権 」への配 慮 とい う観点 か らは、A社 の対応 が最 も優 れ、

BCD3社 の間で は明確 な差 はない とい え よ う。 これ に対 しE社 は 、質問項 目6に 対 す

る無 回答 とも併せ る と、 あま りに も配慮 に欠 けて い ると評 され よ う。
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